
議案第３号 交野市森林環境譲与税基金条例の制定について

１．条例制定の目的

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第２７条に規定する森林
環境譲与税を財源とし、森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費に充てるため、交野市森
林環境譲与税基金を設置する。

２．条例の内容

参考資料 環境部環境衛生課

４．施行期日 公布の日

第１条 基金設置の目的について
第２条 積立てについて
第３条 基金に属する現金の管理に

ついて
第４条 運用益金の処理について
第５条 繰替運用について
第６条 基金の処分について
第７条 委任規定について

３．森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

（総務省ホームページより引用）



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
        令和７年３月定例会 

議案の 
件 名 

 
議案第３号 
交野市森林環境譲与税基金条例の制定について 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第２７条に規定する

森林環境譲与税を財源とし、森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費に充てるため、

交野市森林環境譲与税基金を設置する。 
 

交野市以外の北河内 6 市については、同様の基金を設置済み。 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
令和元年度より森林環境譲与税として、市に配分されており、令和２年度以降は段階的に増

額され、全額譲与される令和６年度からは、毎年度約１千万円の配分が見込まれている。森林

環境譲与税は、定められた使途に対し毎年度計画的に充当することを想定しているが、複数年

度分をまとめて執行したほうが効果的である事業や単年度の配分額全額を執行できない場合

なども想定される。 
よって、後年度において定められた使途のとおり執行するため、交野市森林環境譲与税基金

条例を制定するもの。 
 

基金の設置に係る財政負担等はなし。 
年間約１千万円程度の配分があり、基金を設置し財源として積み立てることにより、後年度における木材

利用や普及啓発等の取組みを進める事業へ計画的に活用できる。 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
平成３１年４月１日 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 施行 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ５．みんなで自然や文化を慈しみ、次世代に引き継いでいくまち 

分野・方針 ２３．自然共生・生活環境 

施  策 １．自然・生活環境の保全 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 公布の日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

環境部 環境衛生課  有 ・ 無 （参考資料） 

 


